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第三者割当による新株式及び第６回新株予約権の発行に関するお知らせ 
  
当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当により発行される新株式（以下、「本新株式」とい

います。）及び第６回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行を行うこと（以下、「本
第三者割当」といいます。）を決議しましたので、下記のとおり、お知らせします。 
 

記 
 
１．募集の概要 
＜本新株式の募集の概要＞ 
（１）払込期日 2026 年５月 21 日 
（２）発行新株式数 1,357,500 株 
（３）発行価額 １株につき 339 円 
（４）調達資金の額 460,192,500 円 

発行諸費用の概算額を差し引いた手取り概算額について
は、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（１）
調達する資金の額」をご参照下さい。 

（５）募集又は割当方法 
（割当予定先） 

第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 
HK Beida Jade Bird Investments Limited 732,500 株 
みらい再生支援機構合同会社       312,500 株 
CGV 株式会社                        312,500 株 

（６）その他 上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効
力発生を条件としています。 

 
＜本新株予約権の募集の概要＞ 
（１）割当日 2026 年５月 21 日 
（２）新株予約権の総数 76,925 個（１個につき 100 株） 
（３）発行価額 総額 30,846,925 円 

新株予約権１個につき金 401 円 
（４）当該発行による潜在株式数 7,692,500 株 
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（５）資金調達の額 2,638,604,425 円 
（内訳） 
 本新株予約権発行分     30,846,925 円 
 本新株予約権行使分    2,607,757,500 円 
発行諸費用を差し引いた手取概算額については、「３．

調達する資金の額、使途及び支出予定時期（１）調達する
資金の額」をご参照ください。 

（６）行使価額 １株につき 339 円 
（７）割当方法 
  （割当予定先） 

第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 
HK Beida Jade Bird Investments Limited 46,650 個 
みらい再生支援機構合同会社          3,125 個 
CGV 株式会社                        27,150 個 

（８）その他 上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効
力発生を条件としています。 

 
２．募集の目的及び理由  
（1）資金調達の主な目的 

当社グループは、持株会社であるグローム・ホールディングス株式会社を中核とし、医療関連事
業を主力に据えて事業を展開しています。創業以来、医療機関の経営支援、運営支援、経営コンサ
ルティング、医療不動産活用支援等を通じて、地域医療の維持・発展に資するサービス提供を目指
してきました。また、医療関連以外にも不動産関連事業等を手掛けることで、収益基盤の多様化を
図っています。 
医療提供体制を取り巻く環境は、少子高齢化による医療需要の増加と診療報酬制度の見直し、医
療従事者の確保難等、構造的な課題を抱え、医療機関自体の経営負荷が高まる中で、当社グループ
が果たすべき役割は一層重要になっています。このような環境下において、当社グループは、アラ
イアンス先医療機関の収益改善及び経営効率化を支援するとともに、医療関連サービスの価値向上
に取り組んでいます。 
2026 年３月期第３四半期累計期間（2025 年４月１日～2025 年 12 月 31 日）の連結業績は、売上
高 1,504 百万円（前年同四半期比 1.8％増）となった一方で、営業損失 57 百万円、経常損失 380 百
万円、親会社株主に帰属する四半期純損失 482 百万円となりました。前年同期は営業損失 38 百万
円、経常損失 44 百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失 38 百万円であり、損失幅が拡大して
います。 
 
当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題は以下のとおりです。 

 ① 内部統制体制の強化およびコンプライアンス体制の一層の強化 
 当社は、過去に発生した連結子会社における不適切な取引（2021 年３月期第２四半期から 2022
年３月期）に関して、2022 年８月 30 日に再発防止策を策定し（同年９月 28 日及び 2023 年２月
17 日に一部変更）、その着実な実行に努めています。2024 年３月期に新たに２社の子会社が加



    
 

3 
 

わったことを踏まえ、当社グループ全体の内部統制体制およびコンプライアンス体制をなお一層
強化することが重要な経営課題であると認識し、継続して取り組んでいきます。 
  

② 財務体質の強化 
 既存事業のアライアンス先医療機関に対する機動的な資金的支援に加え、新たな収益基盤の確
立に向けた事業投資にかかる資金の確保のため、財務基盤の強化とともに、必要な資金の確保に
注力していきます。 
  

③ 医療関連事業の推進 
 当社グループの主要事業である医療関連事業において、2025 年３月期は新規アライアンス先
の獲得において目標達成に苦戦しました。また、2024 年３月期より立ち上げた医療関連事業の周
辺ビジネスおよびホスピス住宅事業においては、収益化に時間を要する状況となりました。その
ため、2027 年３月期は、新規アライアンス先の戦略的な獲得と既存事業の収益性向上を両輪とし
て、事業基盤と収益基盤の強化を図り、持続的な成長を目指していきます。また、医療関連事業
の更なる事業拡大と収益基盤の強化を図るため、新たな周辺ビジネスの開拓および既存提携先・
協業先との連携強化に取り組み、医療関連事業の収益性を向上させ、グループ全体のより一層の
成長を目指します。 
  
④ 不動産関連事業の転換 
 2025 年 11 月 21 日付「（開示の経過）ホスピス住宅第１号施設の閉鎖に関するお知らせ」に
て公表いたしましたとおり、当社連結子会社であるグローム・マネジメント株式会社が運営する
「グローム・ホスピス高砂台」につきましては、2026 年２月末日付で施設を閉鎖し、これに伴う
諸手続きを進めております。このたび、当該施設に係る建物等の有形固定資産の有効活用を目的
として、地元企業を借主とする賃貸借契約を締結し、賃貸事業として展開いたします。また 2026
年３月末現在も所有する 2 件の商業施設について、時期は未定ながら、売却価格や収支等を勘案
しながら売却を検討する方針です 
  
⑤ 経営体制の安定化 
 2027 年３月期においても、引き続きガバナンスの強化、経営人材の育成および確保に注力し、
経営体制の更なる安定化と強化に継続的に取り組んでいきます。 
 
当社グループは、2025 年３月期通期では当期純損失の計上こそ回避したものの、2026 年３月期
第３四半期時点での経常損失の計上や、医療関連事業における収益環境の変動によって、収益安定
化及び持続的成長確保に向けた施策推進が強く求められています。このような状況を早期脱却すべ
く、財務体質の安定性を維持しながら③医療関連事業の推進に記載の通り、収益構造の安定化、強
化及び成長投資機会への対応力を備える必要性があるものと考え、以下の施策を検討しています。 
A.収益構造の安定化及び強化 
医療関連事業を主力とする当社グループの収益は、診療報酬改定や政策動向、医療機関における
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資金需要・貸付リスク等の外部要因に左右されやすい特性を有しています。2026 年第３四半期累
計期間における損失幅の拡大及び通期収益力の弱さは、既存事業のみで安定的に収益基盤を確保す
ることが困難であることを示しています。 
B.成長投資機会への対応力 
医療提供体制の再編が進む中、医療機関や医療サービス関連企業間の M&A、資本業務提携によ
る企業統合・機能補完の重要性が増しています。しかし、十分な内部留保・投資余力がない状況で
は、機動的な投資判断・実行に制約が生じ、成長機会の逸失リスクが高まることが予想されます。 
C.財務体質の強化 
現在の財務基盤は概ね安定しているものの、収益改善が遅延する場合の外部ショック耐性を高め
る必要があります。また、将来的な成長投資を大規模に行うためには、自己資本の増強及び信用力
向上が重要です。 
以上のような課題認識に基づき、当社グループでは経営の抜本的な強化策を検討していますが、課

題解消には第三者割当による資金調達を実施する必要性があるものと判断しました。 
 
現状の収益構造のままでは、中長期的な業績成長及び企業価値向上に向けた競争力確保が困難であ

ります。特に、2026 年３月期第３四半期累計期間において損失幅が拡大したことは、収益安定性の脆
弱性を露呈し、その改善には以下のとおり事業拡大・新領域への投資と財務基盤強化の両立が不可欠
であると認識しています。後述の資金使途への充当資金を確保すべく第三者割当を実施することとし
ました。 
A.新規事業への戦略的投資（系統用蓄電池事業資金） 
主力の医療関連事業と相乗効果が見込まれる新規事業領域または、将来の成長ドライバーとなり得る
分野への設備投資、開発投資及び人材確保投資に充当します。これら新規領域への進出は、収益源の
多角化による収益構造の強化に寄与するものと考えています。 
B.M&A 及び資本業務提携資金 
医療関連事業者、医療支援企業及びヘルスケア関連企業等を対象とした M&A 並びに資本業務提携に
必要な資金に充当します。外部成長による事業規模の拡大、競争力の強化、及びサービスラインアッ
プの拡充を図ることを目的としています。 
特に、医療機関の事業承継ニーズが高まる中で、戦略的なアライアンス構築や事業取得を迅速に進め
ることは、将来の安定収益基盤構築において重要であると考えています。 
 
また、M&A・資本業務提携等の外部成長機会を逃すことは、医療関連サービス市場の再編に乗り遅

れるリスクを高めます。今後の市場環境変化に対応するためには、早期に成長投資余力を十分に確保
する必要があります。本第三者割当増資は、当社グループが直面する構造的課題に対処し、中長期的
な収益力強化及び企業価値向上を図るために必要な施策です。株主の皆様には、一定の希薄化が生じ
ますが、本増資による資本基盤強化と成長投資余力の確保は、将来の持続的な成長に資するものと判
断しています。 
 

（２）資金調達方法の概要及び選択理由 
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当社の資金需要につきましては、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達
する資金の具体的な使途」に記載のとおりですが、資金調達の方法としては、当社の事業拡大に
伴う収益化の向上ならびに財務基盤の安定化を目的とし、当社の財務体質の安定性を確保する必
要性及び銀行借入による資金調達は与信枠や借入コストの問題があることに加えて、当社グルー
プの財政状態から新規の借入は困難であるとの理由から、既存株主の皆様の株式の希薄化を懸念
しつつも間接金融ではなく、直接金融での資金調達を行うこととしました。そのため、当社は、
資金調達を行う手法として、様々な資金調達方法を比較・検討してきましたが、各種資金調達方
法には各々メリット及びデメリットがある中で、本新株予約権の発行に係る、「資金調達方法の
概要」に記載した資金調達方法（以下「本スキーム」といいます。）が現在の当社の資金ニーズ
を満たす最も適切な資金調達手法であることから、本スキームによるデメリットも考慮した上
で、総合的に判断し本スキームを採用することを決定しました。 
  

＜資金調達方法の概要＞ 
今回の資金調達は割当予定先に対し新株式及び第６回新株予約権を割当て、本新株予約権につい
てはその行使が行われることによって当社の資本が増加する仕組みとなっています。 

 
＜他の資金調達方法との比較＞ 
① 新株式発行による増資 
A.公募増資 

   公募増資による新株発行は、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額や株式の流動性によっ
て調達金額に限界があり、当社の時価総額や株式の流動性を勘案すると必要額の調達が困難であ
ると考えられます。また、公募増資の場合には検討や準備等にかかる時間も長く、公募増資を実施
できるかどうかもその時点での株価動向や市場全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミ
ングを逃すと決算発表や半期報告書及び有価証券報告書の提出期限との関係で最低でも数か月程
度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性という観点からは今回のスキーム
の方がメリットは大きいと考えています。加えて、現時点での当社の業績動向や財務状況等に照
らした場合には、当社普通株式の引受けを行う証券会社を見つけることは困難と考えられます。
これらの点を考慮の上、公募増資は今回の資金調達方法として適当ではないと判断しました。 

B.株主割当増資 
   株主割当増資では、資力等の問題から割当先である株主の応募率が不透明であり、また実務上も近

時において実施された事例が乏しく、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なのかの
目処を立てることが非常に困難です。これらの点を考慮の上、株主割当増資は今回の資金調達方
法として適当でないと判断しました。 

② ＣＢ（転換社債型新株予約権付社債） 
   ＣＢは発行時点で必要額全額を確実に調達できるというメリットがありますが、発行後に転換が

進まない場合には、当社の負債額を全体として増加させることとなり当社の借入余力に悪影響を
及ぼすとともに、償還時点で多額の資金が将来的に必要となるところ現時点でかかる資金を確保
できるかが不透明であるため、今回の資金調達方法として適当でないと判断しました。また、ＭＳ
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ＣＢ（転換価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債）は相対的に転換の速度が速い傾向にあ
るものの、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了
までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きく株
主の皆様へのデメリットが大きいと考えられます。かかるデメリットを考慮した結果、当社とし
ては必要額を確実に調達することよりも、希薄化を抑えた上で不足額が生じた場合には当該不足
額を別の方法で調達することが株主の皆様の利益になると考え、ＭＳＣＢも今回の資金調達方法
として適当でないと判断しました。 

③ 新株予約権無償割当による増資（ライツ・イシュー） 
   株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が

金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商
品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミット
メント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実
施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手
数料等のコストが増大することが予想される点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界が
ある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があることから、今回の資金調達方法として適当
でないと判断しました。また、ノンコミットメント型ライツ・イシューについては、当社は最近２
年間において経常赤字を計上しており、取引所の定める有価証券上場規程に規定される上場基準
を満たさないため、実施することができません。 

④ 借入・社債・劣後債による資金調達 
   借入、社債又は劣後債のみによる資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性がさら

に低下することから、今回の資金調達方法として適当ではないと判断しました。 
⑤ 行使価額修正条項付新株予約権 

   行使価額修正条項付新株予約権は株価動向によっては、当該新株予約権の行使が十分にされず当
社が必要とする資金を十分に調達できない可能性があり、今回の資金調達方法として適当ではな
いと判断しました。 
 
 

＜本新株予約権の特徴＞ 
本新株予約権の特徴は、次のとおりとなります。 
本新株予約権の内容は、新株予約権の行使価額と対象株式数を固定することにより、MSCB や

MS ワラントと比較して既存株主の皆様の株主価値の希薄化の抑制と、機動的な資金調達促進が
図られるように定められており、以下の特徴があります。 
 

① 行使価額及び対象株式数の固定 
本新株予約権は、昨今その商品設計等について市場の公平性や既存株主への配慮等の点で

懸念が示される価格修正条項付きのいわゆるMSCB や MS ワラントとは異なり、行使価額及
び対象株式数の双方が固定されています。発行当初から行使価額については、第６回新株予約
権は 339 円で固定され、将来的な市場株価の変動によって行使価額が変動することはありま
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せん。 
また、本新株予約権の対象株式数も発行当初から発行要項に示される株式数で固定され、将

来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。 
なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、行使価額及び対象株式数の双方が本新株

予約権の発行要項に従って調整されます。 
 

② 買取請求権（取得条項） 
  本新株予約権には、割当日以降いつでも、２週間前までに本新株予約権者に対する通知又は
公告を行うことにより、当社は本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で取得すること
ができる旨の取得条項が付されています。かかる取得条項により当社は、事業戦略の進捗次第
で将来的に資金調達ニーズが後退した場合、又はより有利な他の資金調達手法が確保された場
合には、当社の判断により取得条項に従い本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は
一部を発行価額相当額で取得することができ、本新株予約権の発行後も資本政策の柔軟性を確
保することができます。 
なお、当社の資本政策の柔軟性を確保すること並びに割当予定先の行使促進を促すという観点か
らも、本新株予約権に買取請求権（取得条項）を設定しておくことは、当社にとっては必要で
あると考えています。 
 

③ 譲渡制限 
本新株予約権は、会社法第 236 条第１項第６号に定める新株予約権の譲渡制限はありませ

んが、本引受契約における制限として、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合に
は、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されています。ただし、割当
予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。 
 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 
（１）調達する資金の額 

①払込金額の総額 3,098,796,925 円 
（内訳）  
 本新株式の発行 460,192,500 円 
 本新株予約権の発行 30,846,925 円 
 本新株予約権の行使 2,607,757,500 円 
②発行諸費用の概算額 21,577,825 円 
③差引手取概算額（①－②） 3,077,219,100 円 

   （注）１．本新株式の払込金額の総額           460,192,500 円 
本新株予約権の払込金額の総額及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
の合計額                        2,638,604,425 円 

２．発行諸費用の概算額には消費税は含まれておりません。  
３．発行諸費用の概算額の内訳は、以下のとおりです。 
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・登録免許税等約：10,827,825 円 
・新株予約権価格算定費用：1,500,000 円 
・有価証券届出書作成等支援業務費用：3,500,000 円  
・法令審査等に係る費用：5,000,000 円 
・割当予定先等調査費用：750,000 円 

４．本新株予約権の行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株
予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少し
ます。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し
た新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の
行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。その際には投
資対象事業のリスケジューリング及び手元資金又は別途第三者割当等による調達に
よる充当を想定しています。 

 
（２）調達する資金の具体的な使途 
＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途＞ 

具体的な使途 
金 額 

（百万円） 
支出予定時期 

1 系統用蓄電池事業資金 460 2026 年９月～2029 年５月 

合計 460  

（注）１．上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は事業用資金とは別の銀行預金で保管する
予定です。 

    
＜本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞ 

具体的な使途 金 額 
（百万円） 

支出予定時期 

①系統用蓄電池事業資金 1,039 2026 年９月～2029 年５月 
②M&A及び資本業務提携資金 1,577 2026 年５月～2029 年５月 

合計 2,617  
（注）１．上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は事業用資金とは別の銀行預金で保管する

予定です。 
   ２．株価低迷により権利行使が進まない場合は、手元資金の活用及び新たな資本による調達、

又は、その他の手段による資金調達について検討を行う予定です。また、今後、当社を取
り巻く環境に変化が生じた場合など、その時々の状況に応じて、資金の使途又は金額を変
更する可能性があります。資金の使途又は金額に変更があった場合には、速やかに開示・
公表します。 

   ３．資金使途は、記載の優先順位にて充当する予定です。なお、新株予約権の行使が進捗せず
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充当が進まない場合には、資金使途の見直し及び別途の資金調達の可能性があります。 
    

  本第三者割当により調達する資金の具体的な使途は以下の通りです。 
①系統用蓄電池事業資金 

本第三者割当により調達する資金の一部は、再生可能エネルギーの普及拡大を背景として市
場拡大が見込まれる系統用蓄電池事業への投資資金に充当する予定です。 
近年、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力需給の不安定化や出力制御の増加が課題

となっています。系統用蓄電池は、電力系統に直接接続し、需給調整や周波数制御、電力価格
差を活用した運用を行うことで、電力系統の安定化に寄与する重要なインフラであり、政府に
よる支援策や市場制度整備も進展しています。このような環境下において、系統用蓄電池事業
は中長期的な成長分野として注目されています。 
当社が検討している案件は、既に一定の許認可取得及び設備設置が進捗し、試運転段階にあ

るプロジェクトであり、土地権利及び電力系統接続に係る権利関係も整理されています。完工
済みまたは完工間近の案件に対する投資であることから、開発リスクが相対的に低減され、早
期の事業化及び資金回収が見込まれる点が特徴です。 
また、本件は段階的な決済スキームを採用する予定であり、初回決済時に土地所有権の移転

を受けることにより一定の保全を図る構造となっています。これにより、資金投下リスクを抑
制しつつ、転売または事業運営による収益獲得を目指すものです。想定収益は一定の転売益ま
たは事業利益の確保が見込まれる水準であり、当社の収益基盤強化に寄与するものと考えてい
ます。 
当社はこれまで医療関連事業を主軸としてきましたが、収益源の多様化及び成長分野への戦

略的投資は、中長期的な企業価値向上の観点から重要な経営課題であります。系統用蓄電池事
業への投資は、安定的かつインフラ性の高い収益機会を取り込むことを目的とするものであり、
当社の収益基盤の強化に資するものと判断しています。 
本第三者割当にて調達した資金については新たな系統用蓄電池資産（土地含む）購入（２基）

のため充当する予定であり、当該資産１案件あたり 750 百万円の資産を調達することを見込ん

でいます。１案件あたりの収益目標として営業利益率 13～20％程度を見込みます。 

当社は、2026 年９月～2029 年５月末までを目途に系統用蓄電池事業費用として本新株式の

発行により調達した資金のうち 460 百万円、本新株予約権の発行及び行使により調達した資金

のうち 1,039 百万円を本資金使途に充当する予定です。 
 

②M&A 及び資本業務提携資金 
 当社グループはこれまで、医療機関の運営支援及び経営コンサルティングを中心とした事業
を展開してきましたが、診療報酬制度の改定、医療従事者不足、物価上昇等の外部環境の変化
により、医療機関単体の経営環境は依然として厳しい状況が続いています。このような環境下
においては、既存事業の改善のみならず、医療周辺領域へ事業範囲を拡張し、収益源の多様化
を図ることが、中長期的な企業価値向上に不可欠であると認識しています。 
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具体的には、医療 DX 支援、医療データ活用サービス、医療人材関連事業、医療機器関連サー
ビス、医療機関向けアウトソーシング事業等、既存の医療関連事業とのシナジーが見込まれる
分野を対象としています。これらの分野は、医療機関の経営効率化や収益改善に直接的に寄与
するものであり、当社グループの既存顧客基盤を活用したクロスセル展開も可能であると考え
ています。 
また、医療業界においては、後継者不在や経営難を背景とした事業承継ニーズが高まって、

一定の収益基盤を有する事業者を対象とした M&A は、安定的なキャッシュ・フローの確保に
資する有効な成長戦略です。しかしながら、競争環境が激化する中、機動的な意思決定及び迅
速な資金手当ができない場合には、有望な投資機会を逸失する可能性があります。 
また、当社グループは、医療機関の経営支援及び運営支援を主軸として事業を展開する中で、

医療機関との資本関係の構築及び資金面での支援を通じた中長期的な関係強化を重要な戦略の
一つと位置付けています。本第三者割当により調達した資金の一部は、病院の取得に係る出資
持分の取得資金として充当するほか、当該取得スキームにおいて活用する一般社団法人への貸
付資金として充当する予定です。医療機関のガバナンス体制や制度的制約を踏まえ、適切なス
キームを通じて資本参加及び経営関与を行うことで、当社グループの事業基盤の強化を図るも
のです。 
さらに、当社グループは、既存及び新規のアライアンス先医療機関に対し、運転資金や設備

投資資金等の貸付を行うことで、医療機関の経営安定化及び収益改善を支援しています。 
当該貸付は、当社にとって安定的な収益機会であるとともに、継続的な関係構築を通じた事

業シナジー創出の基盤となるものです。現在、当該貸付残高は約 25 億円規模で推移しています
が、今後、アライアンス先病院数の拡大を進める中で、同程度の追加的な資金需要が見込まれ
ています。本第三者割当により調達した資金をこれらの資金需要に機動的に充当することで、
医療ネットワークの拡充、収益基盤の安定化及び企業価値の向上を図ってまいります。 
現在、当社においては、病院の事業承継案件として、病床数 56 床から 283 床規模の案件を複

数検討しており、現時点で 6 件について成約に向けた検討を進めております。これらの案件に
ついては、資料受領や初期的な条件整理等を進めている段階であり、今後、個別にデューデリ
ジェンス及び条件交渉等を経て、投資実行の可否を判断していく予定です。 
一方で、医療周辺領域における新規事業案件については、現時点において具体的に検討が進

んでいる案件はありませんが、引き続き市場動向及び当社の事業戦略との整合性を踏まえ、案
件の探索を継続してまいります。 
１件当たりの投資額の目安としては約 100 百万円～500 百万円の案件を予定していますが、

場合によっては大型Ｍ＆Ａを含む投資案件などにも取り組んでいきます。本第三者割当により
調達した資金のうち、本新株予約権の発行及び行使により調達した資金のうち 1,577 百万円を
本資金使途に充当する予定です。 
当社は、本第三者割当による調達資金の活用によって、収益構造の改革、事業基盤の安定化

を図ると同時に、現在の戦略に基づく事業構築の動きを確実に行うことで、当社の将来的な企
業価値向上を確実にしていくことで、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの方々のご
期待に応えていけるものと考えています。 
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４．資金使途の合理性に関する考え方 

本第三者割当により調達した資金は、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）
調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することにより、当社グループの事業拡大を推
進し、早期に収益を拡大するための最良の選択であるとともに、中長期的に安定した経営基盤を構
築することにつながり、ひいては当社グループの企業価値向上及び既存株主の株式価値向上につな
がるものと考え、かかる資金使途は合理的なものであると考えています。 

 
５．発行条件等の合理性 
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 
① 本新株式 

本新株式の発行価額は、割当予定先との協議した結果、本株式の発行に係る取締役会決議日直前
営業日（2026 年４月 28 日）の株価 339 円と同額の 339 円としました。 
上記発行価額は、直近の市場価額に基づくものが合理的であると判断したこと及び、日本証券業

協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(2010 年４月１日付 以下、「日証協指針」といい
ます。)によれば、第三者割当により株式の発行を行う場合には、その払込金額は原則として株式
の発行に係る取締役会決議の直前日の価額（直前日における売買がない場合は、当該直前日から遡
った直近日の価額）を基準として決定することとされているため、本件第三者割当の発行価額を決
定する際にも、本件第三者割当に係る取締役会決議の直前営業日の終値を基準としました。 
当該発行価額は、本第三者割当に関する取締役会決議日の当該直近営業日までの１カ月間の終

値平均である 339.95 円から 0.28％のディスカウント、当該直近営業日までの３カ月間の終値平均
である 333.48 円から 1.66％のプレミアム、当該直近営業日までの６か月間の終値平均である
394.66 円から 14.10％のディスカウントとなっています。 
以上のことから、当社取締役会においては、今回の資金調達の目的、他の調達手段の選択肢を考

慮するとともに、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、本新株式の発行価額は、
適正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないものと判断しました。 
また、当社監査等委員会（うち社外監査等委員の数：２名）からも、新株式の発行価額について

は、本新株式発行にかかる取締役会決議の直前日の株価と同額として決定され、発行価額も日本証
券業協会の「第三者割当増資等の取扱に関する指針」も勘案され、本新株式の発行にかかる発行価
額は有利発行でないことに係る適法性に関する旨の意見をそれぞれ述べられています。従って当社
は、本第三者割当における発行価額は合理的な水準であると考えています。 

 
② 本新株予約権 

新株予約権の発行価額の公正価値の算定には、第三者機関であり新株予約権の公正価値評価に
実績のあるエースターコンサルティング株式会社（所在地：東京都港区西麻布三丁目 19 番 13 号 
代表者：代表取締役 三平慎吾）（以下、「エースター」といいます。）に依頼し、本新株予約権
の評価報告書を取得しました。 
当該機関は、割当予定先の権利行使行動及び株式売却動向並びに当社の本新株予約権取得動向
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について合理的に想定される仮定を置くとともに、当社の株価（339 円）（2026 年４月 28 日の終
値）、行使価格（339 円）、当社株式の市場流動性、配当率（０％）、リスクフリーレート（1.560％）、
市場リスクプレミアム（9.3％）、対指数β（0.791）、ボラティリティ（41.28％）、クレジット・
コスト（21.83％）及び１日当たりの売却可能株式数（直近３年間にわたる発行会社普通株式の１
日当たり平均売買出来高（30,100 株）の 10％）等の諸条件等について一定の前提を置いて、権利
行使期間（2026 年５月 21 日から 2029 年５月 18 日まで）その他の発行条件の下、一般的な株式
オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値の算定を実施
した結果、本新株予約権１個の払込金額を 401 円と算定しました。割当予定先の権利行使行動に関
しては、株価が行使価額を超過し行使が可能な場合には割当予定先は、１日当たりの売却可能株式
数（直近３年間にわたる発行会社普通株式の１日当たり平均売買出来高の 10％）を目途に直ちに
権利行使を実施することを想定しています。 
当社は、算定に用いられた手法、前提条件及び合理的に想定された仮定等について、特段の不

合理な点はなく、公正価値の算定結果は妥当であると判断しました。この算定結果をもとに割当予
定先と協議した結果、本新株予約権１個の払込金額をそれぞれ当該評価額と同額とし、401 円とし
ています。 
本新株予約権の行使価額については、本新株式の発行価額と同額である１株当たり 339 円とし

ております。当該行使価額は、本第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業日の終値と同額であ
り、直近の市場株価を基準とした合理的な水準であると判断しております。また、本新株式の発行
価額と同額とすることで、両者の価格の整合性を確保し、投資家間の公平性にも配慮しており、当
該行使価額については、割当予定先との協議を踏まえて決定しております。 
なお、当該行使価額は、本第三者割当に関する取締役会決議日の当該直近営業日までの１カ月

間の終値平均である 339.95 円から 0.28％のディスカウント、当該直近営業日までの３カ月間の終
値平均である 333.48 円から 1.66％のプレミアム、当該直近営業日までの６か月間の終値平均であ
る 394.66 円から 14.10％のディスカウントとなっています。  
本新株予約権の発行価額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影

響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に
用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該
算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評
価額と同額で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は
有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断しました。 
また、当社監査等委員会（うち社外監査等委員の数：２名）からエースターは、当社と継続的な

取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立していると認められること、また、本新株予
約権の価額算定方法としては市場慣行に従った一般的な方法で行われている同社の新株予約権算
定報告書において報告された公正価値評価額と同等額の払込金額を決定していることから、有利発
行でないことについて異論がない旨の意見が述べられています。 
 

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 
本新株式の発行により増加する株式数及び本新株予約権に係る潜在株式数は、それぞれ 1,357,500
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株（議決権数 13,575 個）及び 7,692,500 株（議決権数 76,925 個）の合計 9,050,000 株（議決権数 90,500
個）となり、2025 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 9,051,000 株（議決権数 90,488 個）に対して、
本新株式の発行により 15.00％（議決権比率 15.00％）、本新株予約権の発行により 84.99％（議決権
比率 85.01％）の合計 99.99％（議決権比率 100.01％）の希薄化が生じます。 
また、本新株式の発行及び本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数 9,050,000 株を行

使期間である３年間（245 日／年営業日で計算）で売却するとした場合の１日当たりの数量 12,313 株
となり、当社株式の過去６ヵ月間における１日当たりの平均出来高 34,361 株の 35.83％であり、これ
らの売却が市場内にて短期間で行われた場合には、当社の株価に影響を与える恐れがありますが、当
社は割当予定先に対して当社株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら行うことを
書面にて確認していることから、本資金調達が及ぼす株価への影響は限定的となるよう引受先からも
配慮されているものと考えています。また、交付した株式が適時適切に市場で売却されることにより、
当社株式の流動性向上に資することが期待されます。 
これらを踏まえ、当社は、本第三者割当によって、当社グループの事業拡大を推進していくことが、

早期に収益を拡大するための最良の選択であるとともに、中長期的に安定した経営基盤を構築するこ
とにつながり、ひいては当社グループの企業価値向上及び既存株主の株式価値向上につながるものと
考え、流通株式数の増加が見込まれるものと判断しています。 
 

６．割当予定先の選定理由等 
（１）割当予定先の概要 
 ①HK Beida Jade Bird Investments Limited 
① 名称 HK Beida Jade Bird Investments Limited 

② 所在地 
17th Floor V Heun Building, 138 Queen’s Road Central, 

Central,Hong Kong. 

③ 代表者の役職・氏名 Director Ni Jin Lei 

④ 事業内容 投資業 

⑤ 資本金 HKD 10,000 

⑥ 設立年月日 2020 年９月 11 日 

⑦ 発行済株式数 10,000 株 

⑧ 決算期 12 月 

⑨ 従業員数 ０名 

⑩ 主要取引先 該当なし 

⑪ 主要取引銀行 該当なし 

⑫ 大株主及び持株比率 
Beida Jade Bird Universal Investment (BVI) Limited 34.0% 
Beijing Beida Jade Bird Investments Limited 33.0% 
Beida Microelectronics Investment Limited 33.0% 
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⑬ 当事会社間の関係  

 資本関係 当社普通株式を 2,040,600 株（22.54％）保有しています。 

 人的関係 該当事項はありません。 

 取引関係 該当事項はありません。 

 

 

関連当事者への 

該当状況 

当社のその他の関係会社です。 

⑭ 

当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態            （単位：百万円） 
※2023 年 12 月期：１香港ドル＝17.72 
 2024 年 12 月期：１香港ドル＝19.95 
 2025 年 12 月期：１香港ドル＝19.70 

 決   算   期 2023 年 12 月期 2024 年 12 月期 2025 年 12 月期 

 純資産 △661 △1,228 △1,963 

 総資産 2,500 1,934 1,191 

 １株当たり純資産（円） 250.0 193.4 119.1 

 売上高 12 ― ― 

 営業利益 該当なし 該当なし 該当なし 

 経常利益 249 394 △32 

 当期純利益 249 394 △32 

 
１株当たり当期純利益
（円） 

24.9 39.4 △32.2 

(注)本欄は、別途記載のある場合を除き、2026 年４月 30 日現在におけるものです。 
 
②みらい再生支援機構合同会社 
① 名称 みらい再生支援機構合同会社 

② 所在地 東京都中央区日本橋本町三丁目３番６号 

③ 代表者の役職・氏名 代表社員 倉知 宏明 

④ 事業内容 投資業 

⑤ 資本金 １万円 

⑥ 設立年月日 2022 年１月５日 

⑦ 決算期 ３月 

⑧ 従業員数 １名 

⑨ 主要取引先 一般法人 



    
 

15 
 

⑩ 主要取引銀行 神奈川銀行 

⑪ 大株主及び持株比率 倉知 宏明 100% 

⑫ 当事会社間の関係  

 資本関係 該当事項はありません。 

 人的関係 該当事項はありません。 

 取引関係 該当事項はありません。 

 

 

関連当事者への 

該当状況 
該当事項はありません。 

⑬ 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態              （単位：円） 

 決   算   期 2023 年３月期 2024 年３月期 2025 年３月期 

 純資産 △499 千 5,880 千 4,417 千 

 総資産 90,019 千 87,914 千 85,497 千 

 １株当たり純資産 ― ― ― 

 売上高 ０千 8,800 千 4,950 千 

 営業利益 △356 千 8,311 千 3,890 千 

 経常利益 △802 千 8,311 千 △1,398 千 

 当期純利益 △304 千 6,380 千 △1,463 千 

 １株当たり当期純利益 ― ― ― 

(注)本欄は、別途記載のある場合を除き、2026 年４月 30 日現在におけるものです。 
 
③CGV 株式会社 
① 名称 CGV 株式会社 

② 所在地 東京都千代田区丸の内三丁目２番２号２階 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 伊藤 裕一郎 

④ 事業内容 投資業 

⑤ 資本金 5,000 万円 

⑥ 設立年月日 2022 年５月 19 日 

⑦ 発行済株式数 5,000 株 

⑧ 決算期 ８月 

⑨ 従業員数 １名 

⑩ 主要取引先 一般法人 
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⑪ 主要取引銀行 GMOあおぞらネット銀行 

⑫ 大株主及び持株比率 黄 越 100％ 

⑬ 当事会社間の関係  

 資本関係 該当事項はありません。 

 人的関係 該当事項はありません。 

 取引関係 該当事項はありません。 

 

 

関連当事者への 

該当状況 
該当事項はありません。 

⑭ 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態              （単位：円） 

 決   算   期 2023 年８月期 2024 年８月期 2025 年８月期 

 純資産 26,110 千 20,598 千 663 千 

 総資産 31,330 千 23,051 千 21,874 千 

 １株当たり純資産 5,222.17 4,119.70 132.76 

 売上高 2,700 千 26,239 千 36,500 千 

 営業利益 △26,631 千 △7,588 千 △18,055 千 

 経常利益 △19,756 千 △5,332 千 △19,754 千 

 当期純利益 △19,936 千 △5,512 千 △19,934 千 

 １株当たり当期純利益 △3,987.20 △1,102.46 △3,966.94 
(注)本欄は、別途記載のある場合を除き、2026 年４月 30 日現在におけるものです。 

 
（２）割当予定先を選定した理由  

①HK Beida Jade Bird Investments Limited 
HK Beida Jade Bird Investments Limited（以下、「HKBJ 社」といいます。）は、投資業を行
っている香港法人です。同社は当社普通株式を 2,040,600 株（22.54％）保有している当社の筆頭
株主であるその他の関係会社です。 
2026 年１月頃に当社の資金需要から本第三者割当の検討を始めるにあたり、当社の筆頭株主で
あることから、当社代表取締役社長である菅原正純よりHKBJ 社の Director である Ni Jin Lei 氏
に対し、当社の経営戦略及び第三者割当の引受についてご相談したところ、当社の経営戦略への
賛同いただき本新株式及び本新株予約権による本第三者割当の引受に応じていただきました。 
 
②みらい再生支援機構合同会社 
みらい再生支援機構合同会社（以下、「みらい再生支援機構社」といいます。）は、投資業を
行っている法人です。 
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2026 年１月頃に当社の資金需要から本第三者割当の検討を始めるにあたり、当社代表取締役社
長である菅原正純と旧知の関係であったみらい再生支援機構社の代表社員である倉知宏明氏を
ご紹介いただき、2026 年２月頃に面談にて、代表取締役社長である菅原正純より当社の経営計画
及び第三者割当の引受についてご相談したところ、当社の経営戦略への賛同いただき本新株式及
び本新株予約権による本第三者割当の引受に応じていただきました。割当予定先の保有方針は純
投資を目的としていることから、当社の経営に参加し、また当社を子会社化又は系列化する意向
がないことが明らかであることから同社を割当予定先として適切と判断し選定しました。 
 

③CGV 株式会社 
CGV 株式会社（以下、「CGV社」といいます。）は、投資業を行っている法人です。 
2026 年１月頃に当社の資金需要から本第三者割当の検討を始めるにあたり、当社代表取締役社
長である菅原正純と旧知の関係であった CGV 社の代表取締役である伊藤裕一郎氏をご紹介いた
だき、2026 年２月頃に面談にて、代表取締役社長である菅原正純より当社の経営計画及び第三者
割当の引受についてご相談したところ、当社の経営戦略への賛同いただき本新株式及び本新株予
約権による本第三者割当の引受に応じていただきました。割当予定先の保有方針は純投資を目的
としていることから、当社の経営に参加し、また当社を子会社化又は系列化する意向がないこと
が明らかであることから同社を割当予定先として適切と判断し選定しました。 
 

（３）割当予定先の保有方針 
①HK Beida Jade Bird Investments Limited 
割当予定先である HKBJ 社は、基本的に純投資を目的とし、割当予定先も本件第三者割当に

より自身が交付を受けることとなる当社普通株式については、市場動向を勘案しながら売却する
方針である旨を、HKBJ 社の Director である Ni Jin Lei 氏より口頭で確認しています。また、当
社は割当予定先から、本新株式の払込期日から２年以内に本新株式の全部又は一部を譲渡した場
合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引
所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、継続
所有に関する確約書を払込期日までに取得する予定です。 
新株予約権の発行により取得する当社普通株式について当社の株式価値向上を目指した純投

資であり、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式については、保有期
間は短期で、市場に過度な影響がないよう市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針であ
ることを確認しています。 
 

②みらい再生支援機構合同会社 
割当予定先であるみらい再生支援機構社は、基本的に純投資を目的とし、割当予定先も本件第

三者割当により自身が交付を受けることとなる当社普通株式については、市場動向を勘案しなが
ら売却する方針である旨を、みらい再生支援機構社の代表社員である倉知宏明氏より口頭で確認
しています。また、当社は割当予定先から、本新株式の払込期日から２年以内に本新株式の全部
又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報
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告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意
することにつき、継続所有に関する確約書を払込期日までに取得する予定です。 
新株予約権の発行により取得する当社普通株式について当社の株式価値向上を目指した純投

資であり、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式については、保有期
間は短期ですが、市場に過度な影響がないよう市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針
であることを確認しています。 
 

③CGV 株式会社 
割当予定先である CGV社は、基本的に純投資を目的とし、割当予定先も本件第三者割当によ

り自身が交付を受けることとなる当社普通株式については、市場動向を勘案しながら売却する方
針である旨を、CGV社の代表取締役である伊藤裕一郎氏より口頭で確認しています。また、当社
は割当予定先から、本新株式の払込期日から２年以内に本新株式の全部又は一部を譲渡した場合
には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所
に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、継続所
有に関する確約書を払込期日までに取得する予定です。 
新株予約権の発行により取得する当社普通株式について当社の株式価値向上を目指した純投

資であり、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式については、保有期
間は短期ですが、市場に過度な影響がないよう市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針
であることを確認しています。 
 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容  
①HK Beida Jade Bird Investments Limited 
当社は、本第三者割当の引受に係る払込みについて、割当予定先に現預金が不足していること
から、CGV社との金銭消費貸借契約書（借入総額：３億 5,000 万円、貸付日：2026 年５月８日、
金利：年利５％、返済期限：2027 年３月 31 日、担保物：無）の写しを取得しました。 
CGV 社は本第三者割当の割当先の１社であり、CGV 社は下記のとおり、同社の代表取締役で
ある伊藤裕一郎氏からの借入による調達によりHKBJ社への貸付原資を確保する予定であること
を CGV社の代表取締役である伊藤裕一郎氏より口頭で確認しています。 
また同社の代表取締役である伊藤裕一郎氏が有する2026年４月 14日付の暗号通貨資産の残高
により本新株式及び本新株予約権の発行価額を上回る金額が確保されており、本第三者割当の新
株式発行及び新株予約権の発行価額に係る引受代金につきまして、伊藤裕一郎氏が保有する暗号
通貨を市場売却することにより確保する予定であることを伊藤裕一郎氏より当社の代表取締役
である菅原正純が口頭にて確認しております。 
なお、伊藤裕一郎氏の管理するウォレットアドレスに現物出資を受ける数量を上回るビットコ
インが存在する旨、権利の帰属(可処分性含む。)、評価の妥当性を確認した藤本一郎弁護士 (弁
護士法人創知法律事務所(所在地：東京都千代田区丸の内３丁目４号１番))による手続実施結果報
告書(2026 年４月 22 日付)（以下、「手続実施結果報告書」といいます。）を受領(当該報告書の
作成依頼は、当社より実施。)することで確認しております。 
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本新株式及び本新株予約権の発行価額に係る払込資金については、割当予定先が保有する暗号
資産（ビットコイン）を売却することにより調達する予定であります。当該払込資金については、
本日時点において、当該売却による資金化が未了であることから、現時点で手元資金として確保
されているものではなく、当該暗号資産の売却が適時に行われない場合には、払込が行われない
リスクが存在します。もっとも、当該暗号資産は流動性の高い資産であり、市場において売却可
能であることから、払込に必要な資金の確保は可能であるものと認識しております。また、当社
は、割当予定先の当該暗号資産の保有状況について、残高資料等により確認を行っております。 
以上により、本新株式及び本新株予約権の発行価額を上回る金額が確保する予定であることを
口頭にてHKBJ 社の Director である Ni Jin Lei 氏から当社代表取締役社長である菅原正純が確認
しています。しかしながら、本新株予約権の行使については、本第三者割当による取得した本新
株予約権の行使により取得した当社普通株式を市場で売却し、売却資金をもって、権利行使を繰
り返す方針であることの説明をHKBJ 社の Director である Ni Jin Lei 氏より当社代表取締役社長
である菅原正純が口頭にて確認しています。 

 
②みらい再生支援機構合同会社 
当社は、本第三者割当の引受に係る払込みについて、割当予定先を名義とする銀行口座の写し
（2026 年３月 31 日付）を取得し、本新株式及び本新株予約権の発行価額を上回る金額が確保さ
れていること、同金額が自己資金であることを口頭にてみらい再生支援機構社の代表社員である
倉知宏明氏から当社代表取締役社長である菅原正純が確認しています。しかしながら、本新株予
約権の行使については、本第三者割当による取得した本新株予約権の行使により取得した当社普
通株式を市場で売却し、売却資金をもって、権利行使を繰り返す方針であることの説明をみらい
再生支援機構社の代表社員である倉知宏明氏より当社代表取締役社長である菅原正純が口頭に
て確認しています。 
 
③CGV 株式会社 
当社は、本第三者割当の引受に係る払込みについて、割当予定先を名義とする銀行口座の写し
（2026 年３月２日付）及び伊藤裕一郎氏との金銭消費貸借契約書（借入総額：６億円、貸付日：
2026 年５月８日、金利：年利２％、返済期限：2027 年３月 31 日、担保物：無）の写しを取得し
ました。 
上述のとおり、代表取締役である伊藤裕一郎氏が有する 2026 年４月 14 日付の暗号通貨資産の
残高により本新株式及び本新株予約権の発行価額を上回る金額が確保されており、本第三者割当
の新株式発行及び新株予約権の発行価額に係る引受代金について、伊藤裕一郎氏が保有する暗号
通貨を市場売却することにより確保する予定であることを伊藤裕一郎氏より当社の代表取締役
である菅原正純が口頭にて確認し、暗号通貨資産の実在性については手続実施結果報告書(2026
年４月 22 日付)により確認しております。 
以上により、本新株式及び本新株予約権の発行価額を上回る金額が確保する予定であることを
口頭にて代表取締役である伊藤裕一郎氏から当社代表取締役社長である菅原正純が確認してい
ます。しかしながら、本新株予約権の行使については、本第三者割当による取得した本新株予約
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権の行使により取得した当社普通株式を市場で売却し、売却資金をもって、権利行使を繰り返す
方針であることの説明を CGV 社の代表取締役である伊藤裕一郎氏より当社代表取締役社長であ
る菅原正純が口頭にて確認しています。 
 

（５）割当予定先の実態 
①HK Beida Jade Bird Investments Limited 
当社は、割当予定先である HKBJ 社が長年にわたり当社筆頭株主であり継続的にコミュニケー
ションを行う相手先であることから、外部機関への調査依頼は行わず、公開情報のリサーチ及び
同社のDirector である Ni Jin Lei からのヒアリング等の方法により、HKBJ 社が反社会的勢力と
は一切関係していないと判断し、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出していま
す。 
 
②みらい再生支援機構合同会社 
当社は、割当予定先であるみらい再生支援機構社及び同社の社員及び関連会社（以下「割当予
定先等」という。）について、割当予定先等の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等の反
社会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関であるリスクプロ株式会社（東
京都千代田区九段南二丁目 3 番 14 号、代表取締役小板橋 仁）に調査を依頼し、同社より調査
報告書を受領しました。当該調査報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会勢力とは
何ら関係がない旨の報告を受けています。当社は、上記のとおり割当予定先等が反社会勢力暴力
団等とは一切関係がないことを確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に
提出しています。 
 
③CGV 株式会社 
当社は、割当予定先である CGV社及び同社の役員、株主及び関連会社（以下「割当予定先等」
という。）について、割当予定先等の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等の反社会的勢
力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関であるリスクプロ株式会社（東京都千代
田区九段南二丁目 3 番 14 号、代表取締役小板橋 仁）に調査を依頼し、同社より調査報告書を
受領しました。当該調査報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会勢力とは何ら関係
がない旨の報告を受けています。当社は、上記のとおり割当予定先等が反社会勢力暴力団等とは
一切関係がないことを確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出して
います。 
 

７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（2026 年４月 30 日現在） 募集後 

HK BEIDA JADE BIRD 
INVESTMENTS LIMITED 

22.55% HK BEIDA JADE BIRD 
INVESTMENTS LIMITED 

26.24

% 
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金子 修 10.71% 金子 修 9.31

% 

株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券 6.29% 株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券 5.46

% 

BNP PARIBAS SINGAPORE/ 2S/ 
JASDEC/ UOB KAY HIAN 
PRIVATE LIMITED 

2.68% みらい再生支援機構合同会社 3.00

% 

野村證券株式会社 2.55% CGV 株式会社 3.00

% 

ＬＥＯＭＯ．Ｉｎｃ． 2.54% BNP PARIBAS SINGAPORE/ 
2S/ JASDEC/ UOB KAY HIAN 
PRIVATE LIMITED 

2.33

% 

松井証券株式会社 2.45% 野村證券株式会社 2.22

% 

江川 源 2.31% ＬＥＯＭＯ．Ｉｎｃ． 2.21

% 

青山 英男 1.91% 松井証券株式会社 2.13

% 

三菱ＵＦＪ ｅスマート証券株式会
社 

1.89% 江川 源 2.00

% 

（注）１．募集前の持株比率は、2025 年９月 30 日現在の株主名簿を基準とし、本提出日（2026 年４月
30 日）までに提出された大量保有報告書並びに変更報告書の内容を反映させ、記載をしてい
ます。募集後の持株比率は、2025 年９月 30 日現在における発行済株式総数に本新株式の総
数(1,357,500 株）を加味して算出しています。   

２．持株比率は、発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載しており、小数点以下第３位
を四捨五入しています。   

３．割当予定先は、本新株予約権の行使によって取得する株式の保有方針は純投資であり、原則
として当社株式を長期間保有する意思がないこと、当社の経営に介入する意思や支配株主と
なる意思がないこと及び可能な限り市場動向に配慮しながら取得した当社株式を売却して
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いくことを表明していることから、募集後の大株主及び持株比率には本新株予約権の行使に
よる増加株数を反映していません。  

 
８．今後の見通し 

本第三者割当により調達した資金は、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）
調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することにより早期に持続的な経営の安定化を
行い、財務体質の改善につながるものと考えております。また、今回の資金調達による、影響につい
ては未定でありますので、判明しだい速やかに公表いたします。 

  
９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

当社が本新株式の発行及び本新株予約権の全て行使された場合により増加する交付される合計
9,050,000 株（議決権数 90,500 個）となり、2025 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 9,051,000 株
（議決権数 90,488 個）に対して、本新株式の発行により 15.00％（議決権比率 15.00％）、本新株予
約権の発行により 84.99％（議決権比率 85.01％）の合計 99.99％（議決権比率 100.01％）と 25％以
上となることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第２号様式 記載上の注意（23－６）」
に規定する大規模な第三者割当に該当します。なお、本資金調達により発行される本新株式及び本
新株予約権の目的である株式 9,050,000 株に係る議決権の数は 90,500 個であり、今回の第三者割当
による希薄化率が 25％以上となることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第２号様式 記
載上の注意(23－６)」に規定する大規模な第三者割当に該当します。 
 

(１) 大規模な第三者割当を行うこととした理由 
当社は、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」

に記載のとおり、本第三者割当増資により調達した資金は、事業資金等へ充当する予定です。これら
は早期に持続的な経営の安定化を行い、財務体質の改善を行うため、資金調達は必要不可欠である
と考えています。 
本第三者割当増資以外の方法による資金調達手法のうち、「２．募集の目的及び理由（２）資金

調達方法の概要及び選択理由」記載のとおり、他の資金調達方法について検討した結果、他の手法と
比較しても本第三者割当増資による資金調達は、現時点においては、当社として最適な資金調達方
法であると判断しています。 
また、本第三者割当増資は、自己資本の充実に伴う財務体質の健全化を図ることも可能となるこ

とから、持続的な経営の安定化を行い、自己資本比率の改善が期待できることから、本第三者割当に
よる資金調達を実行することとしました。 

 
(２) 大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締役会の判断の内容 

 当社が本新株式の発行及び本新株予約権の全て行使された場合により増加する交付される合計
9,050,000 株（議決権数 90,500 個）となり、2025 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 9,051,000 株
（議決権数 90,488 個）に対して、本新株式の発行により 15.00％（議決権比率 15.00％）、本新株予
約権の発行により 84.99％（議決権比率 85.01％）の合計 99.99％（議決権比率 100.01％）の希薄化
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が生じます。 
しかしながら、当社は、大規模な希薄化を伴ってでも、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定
時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、本第三者割当増資により調達した資金
は、当社グループの事業資金並びに事業資金に充当する予定であり、これらは持続的な経営の安定
化を行い、財務体質の改善を実現するためには、必要不可欠であると考えていることから、既存株主
の皆様にとっても有益であり、発行数量及び株式の希薄化規模は合理的であると当社取締役会にお
いても判断しています。 
 

(３) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 
上述のとおり、本第三者割当増資に係る希薄化率が 25%以上となることから、東京証券取引所の定
める有価証券上場規程第 432 条の規定に基づき、①経営者から一定程度独立した者による当該割当
の必要性及び相当性に関する意見の入手又は②当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思
確認手続のいずれかが必要となります。 
当社は、本第三者割当による資金調達について、株式の発行を伴うものの、現在の当社の財務状況及
び迅速に本第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑みると、本第三者割当に係る
株主総会決議による株主の意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数
を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合
的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した特別委員会による本第三者割当の必要性及び相当
性に関する意見を入手することとしました。 
当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない当社社外取締役であり監

査等委員でもある堂野 達之氏（当社取締役監査等委員、独立役員、弁護士）、真鍋 恵美子氏（取締
役監査等委員、独立役員、公認会計士）の２名によって構成される特別委員会(以下「本特別委員会」
といいます。)に、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意
見書を 2026 年４月 30 日に入手しています。 
なお、本特別委員会の意見の概要は以下の通りです。  

 
  （意見の概要） 
第１ 意見の趣旨について 
 

 当委員会は、慎重に検討した結果、本第三者割当には、必要性及び相当性が認められるとの結論に
至った。 

 
第２ 意見の理由について 
 
１ 本第三者割当の概要について 

 
 本第三者割当は、当社が第三者割当の方法により、当社の新株及び新株予約権を発行すること
を内容とするものである。 
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 本新株式は、HK Beida Jade Bird Investments Limited に対し 732,500 個、みらい再生支援機構
合同会社に対し 312,500 個、CGV株式会社に対し 312,500 個が割り当てられることを予定してい
る。 
本新株予約権は、HK Beida Jade Bird Investments Limited に対し 46,650 個（その目的となる株

式4,665,000株）、みらい再生支援機構合同会社に対し3,125個（その目的となる株式312,500株）、
CGV 株式会社に対し 27,150 個（その目的となる株式 2,715,000 株）が割り当てられることを予
定している。 

 
２ 本第三者割当増資の必要性について 
 
（１）当社の現況について 

当社グループの 2026 年３月期第３四半期累計期間（2025 年４月１日～2025 年 12 月 31 日）の
連結業績は、売上高 1,504 百万円（前年同四半期比 1.8％増）となった一方で、営業損失 57 百万
円、経常損失 380 百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失 482 百万円となっている。前年同
期は営業損失 38 百万円、経常損失 44 百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失 38 百万円であ
り、損失幅が拡大している状況にある。 
 
かかる現況において、当社グループの対処すべき課題としては、①内部統制体制の強化および

コンプライアンス体制の一層の強化、②財務体質の強化、③医療関連事業の推進、④不動産関連事
業の転換、⑤経営体制の安定化の５点があげられている。 
 
当社グループは、2025 年３月期通期では当期利益純損失の計上こそ回避したものの、2026 年３

月期第３四半期時点での経常利益の赤字計上や、医療関連事業における収益環境の変動によって、
収益安定化及び持続的成長確保に向けた施策推進が強く求められているとの認識しており、Ａ．
収益構造の安定化及び強化、Ｂ．成長投資機会への対応、Ｃ．財務体質の強化を主要な現状の課題
として認識している。 
当社経営者によると、このような状況を早期脱却すべく、財務体質の安定性を維持しながら収

益構造の安定化、強化及び成長投資機会への対応力を備える必要性があるものと考えているとの
ことである。 
 

（２）本資金調達を実施する目的及び理由 
当社経営者によると、このような課題認識に基づき、当社グループでは経営の抜本的な強化策

を検討しており、その結果として、以下のように、課題解消には第三者割当による資金調達を実施
する必要性があるものと判断したとのことである。 
現状の収益構造のままでは、中長期的な業績成長及び企業価値向上に向けた競争力確保が困難

である。特に、2026 年３月期第３四半期累計期間において損失幅が拡大したことは、収益安定性
の脆弱性を露呈し、その改善には以下のとおり事業拡大・新領域への投資と財務基盤強化の両立
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が不可欠であると認識されている。そのため、以下の資金使途への充当資金を確保すべく第三者
割当を実施することと判断した。 
Ａ．新規事業への戦略的投資（系統用蓄電池事業資金） 
主力の医療関連事業と相乗効果が見込まれる新規事業領域または、将来の成長ドライバーとな

り得る分野への設備投資、開発投資及び人材確保投資に充当する。これら新規領域への進出は、収
益源の多角化による収益構造の強化に寄与するものと考えられている。 
 
Ｂ．M&A及び資本業務提携資金 
医療関連事業者、医療支援企業及びヘルスケア関連企業等を対象とした M&A 並びに資本業務

提携に必要な資金に充当する。外部成長による事業規模の拡大、競争力の強化、及びサービスライ
ンアップの拡充を図ることを目的としている。 
特に、医療機関の事業承継ニーズが高まる中で、戦略的なアライアンス構築や事業取得を迅速

に進めることは、将来の安定収益基盤構築において重要であると考えられている。 
また、M&A・資本業務提携等の外部成長機会を逃すことは、医療関連サービス市場の再編に乗

り遅れるリスクを高めるものである。今後の市場環境変化に対応するためには、早期に成長投資
余力を十分に確保する必要がある。本第三者割当増資は、当社グループが直面する構造的課題に
対処し、中長期的な収益力強化及び企業価値向上を図るために必要な施策であると位置付けられ
ている。当社経営者は、一定の希薄化が生じるものの、本増資による資本基盤強化と成長投資余力
の確保は、将来の持続的な成長に資するものと判断している。 

 
（３）本資金調達にかかる資金の具体的な使途 

当社経営者によると、本第三者割当による本新株式及び本新株予約権の発行により調達する資
金の具体的な使途は、以下のとおりである。 
 

＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途＞ 
具体的な使途 金 額 

（百万円） 
支出予定時期 

①系統用蓄電池事業資金 460 2026 年９月～2029 年５月 
 計 460  

 
 ＜本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞ 

具体的な使途 金 額 
（百万円） 

支出予定時期 

①系統用蓄電池事業資金 1,039 2026 年９月～2029 年５月 
②M&A及び資本業務提携資金 1,577 2026 年５月～2029 年５月 

  計 2,617  
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※資金使途は、記載の優先順位にて充当する予定である。なお、新株予約権の行使が進捗せず
充当が進まない場合には、資金使途の見直し及び別途の資金調達の可能性がある。 

 
    当社経営者によれば、本第三者割当により調達される手取金の使途のより具体的な内容は、以下

のとおりである。 
     
    ①系統用蓄電池事業資金 

 本第三者割当により調達する資金の一部は、再生可能エネルギーの普及拡大を背景として市
場拡大が見込まれる系統用蓄電池事業への投資資金に充当する予定である。 
当社が検討している案件は、既に一定の許認可取得及び設備設置が進捗し、試運転段階にあ

るプロジェクトであり、土地権利及び電力系統接続に係る権利関係も整理されている。完工済
みまたは完工間近の案件に対する投資であることから、開発リスクが相対的に低減されており、
早期の事業化及び資金回収が見込まれる点が特徴である。 
また、本件は段階的な決済スキームを採用する予定であり、初回決済時に土地所有権の移転

を受けることにより一定の保全を図る構造となっている。これにより、資金投下リスクを抑制
しつつ、転売または事業運営による収益獲得を目指すものである。想定収益は一定の転売益ま
たは事業利益の確保が見込まれる水準であり、当社の収益基盤強化に寄与するものと考えられ
ている。 
当社はこれまで医療関連事業を主軸としてきたが、収益源の多様化及び成長分野への戦略的

投資は、中長期的な企業価値向上の観点から重要な経営課題である。系統用蓄電池事業への投
資は、安定的かつインフラ性の高い収益機会を取り込むことを目的とするものであり、当社の
収益基盤の強化に資するものと判断している。 
本第三者割当にて調達した資金については新たな系統用蓄電池資産（土地含む）購入（２基）

のため充当する予定であり、当該資産１案件あたり 750 百万円の資産を調達することを見込ん
でいる。１案件あたりの営業利益率 13～20％程度を見込んでいる。 
当社は、2026 年９月～2029 年５月末までを目途に系統用蓄電池事業費用として本新株式の

発行により調達した資金のうち 460 百万円、本新株予約権の発行及び行使により調達した資金
のうち 1,039 百万円を本資金使途に充当する予定である。 

 
    ②M&A 及び資本業務提携資金 

当社グループはこれまで、医療機関の運営支援及び経営コンサルティングを中心とした事業
を展開してきたが、上述の環境下において、当社経営者は、既存事業の改善のみならず、医療周
辺領域へ事業範囲を拡張し、収益源の多様化を図ることが、中長期的な企業価値向上に不可欠で
あると認識している。 
具体的には、医療DX 支援、医療データ活用サービス、医療人材関連事業、医療機器関連サー

ビス、医療機関向けアウトソーシング事業等、既存の医療関連事業とのシナジーが見込まれる分
野を対象としている。これらの分野は、医療機関の経営効率化や収益改善に直接的に寄与するも
のであり、当社グループの既存顧客基盤を活用したクロスセル展開も可能であると考えている。 
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また、医療業界においては、後継者不在や経営難を背景とした事業承継ニーズが高まっており、
一定の収益基盤を有する事業者を対象としたM&Aは、安定的なキャッシュ・フローの確保に資
する有効な成長戦略であると認識している。しかしながら、競争環境が激化する中、機動的な意
思決定及び迅速な資金手当ができない場合には、有望な投資機会を逸失する可能性がある。 
また、当社グループは、医療機関の経営支援及び運営支援を主軸として事業を展開する中で、

医療機関との資本関係の構築及び資金面での支援を通じた中長期的な関係強化を重要な戦略の
一つと位置付けている。本第三者割当により調達した資金の一部は、病院の取得に係る出資持分
の取得資金として充当するほか、当該取得スキームにおいて活用する一般社団法人への貸付資
金として充当する予定である。医療機関のガバナンス体制や制度的制約を踏まえ、適切なスキー
ムを通じて資本参加及び経営関与を行うことで、当社グループの事業基盤の強化を図るもので
ある。 
さらに、当社グループは、既存及び新規のアライアンス先医療機関に対し、運転資金や設備投

資資金等の貸付を行うことで、医療機関の経営安定化及び収益改善を支援している。 
当該貸付は、当社にとって安定的な収益機会であるとともに、継続的な関係構築を通じた事業

シナジー創出の基盤となるものである。現在、当該貸付残高は約25億円規模で推移しているが、
今後、アライアンス先病院数の拡大を進める中で、同程度の追加的な資金需要が見込まれている。
本第三者割当により調達した資金をこれらの資金需要に機動的に充当することで、医療ネット
ワークの拡充、収益基盤の安定化及び企業価値の向上を図ることを予定している。 
 
１件当たりの投資額の目安としては約 100 百万円～500 百万円の案件を予定しているが、場

合によっては大型Ｍ＆Ａを含む投資案件などにも取り組んでいくものとしている。本第三者割
当により調達した資金のうち、本新株予約権の発行及び行使により調達した資金のうち 1,577 百
万円を本資金使途に充当する予定である。 

 
（４）上記を踏まえた本第三者割当増資の必要性について 

上記の通り、現在の当社グループの主要事業は医療関連事業であり、これ以外にも不動産関連
事業等も手掛けているが、不動産関連事業等の売上等は限定的であり、また既存所有の商業施設 2
件についても、時期は未定ながら、売却価格や収支等を勘案しながら売却を検討する方針であり、
経営体質が医療関連事業に依存している状況にあるといえる。その上で、かかる医療関連事業に
依存した状況において、2026 年３月期第３四半期累計期間（2025 年４月１日～2025 年 12 月 31
日）の連結業績では損失幅が拡大している状況にあり、且つ、医療関連事業が診療報酬改定や政策
動向、医療機関における資金需要・貸付リスク等の外部要因に左右されやすい性質にあることは
否定できないところであり、新規事業のために投資するとの経営判断には、合理性が認められる。 
また、M&Aや資本業務提携を、需要に応じて適時に実施するためには成長投資余力を十分に確

保する必要があるといえ、投資余力の不足によりM&A・資本業務提携等の外部成長機会を逃すこ
とは、医療関連サービス市場の再編等に乗り遅れ、それにより当社グループの医療関連事業が毀
損するリスクがあることは否定できないところである。ついては、M&A及び資本業務提携資金と
のために投資するとの判断も、特段不合理な点はなく、合理性が認められる。 
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その上で、本資金調達による調達する資金を、「（３）本資金調達にかかる資金の具体的な使途」
記載の使途に充当し、一部を新規事業に投資し、一部を M&A 及び資本業務提携資金に充てるこ
とは、当社の企業価値の向上及び中長期的な業績の拡大に寄与し、当社の既存株主の利益に資す
ると考えられることから、本資金調達を実施するとの経営判断には、合理的な必要性が認められ
る。 

 
４ 本第三者割当増資の相当性について 

 
（１）資金調達手段の選択について 

   
  ア 本第三者割当の概要・特徴等 

本第三者割当は、既存株主に対し相応の希薄化の影響を与えるため、当社経営者は、事業資金、
M&A 及び資本業務提携資金のための資金調達が必要であると判断する一方で、既存株主に配慮
し、他の資金調達方法との比較を行った上で最適な資金調達方法を検討し、以下に掲げる理由に
より、第三者割当による本新株予約権の発行による資金調達が、最も合理的と考えられるものと
判断したとのことである。 
すなわち、当社の事業拡大に伴う収益化の向上ならびに財務基盤の安定化を目的とし、当社の

財務体質の安定性を確保する必要性及び銀行借入による資金調達は与信枠や借入コストの問題が
あることに加えて、当社グループの財政状態から新規の借入は困難であるとの理由から、既存株
主の皆様の株式の希薄化を懸念しつつも間接金融ではなく、直接金融での資金調達を行うことと
したとのことである。そのため、当社は、資金調達を行う手法として、様々な資金調達方法を比
較・検討したが、下記に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある
中で、本新株式の発行と本新株予約権の発行を組み合わせた資金調達方法（以下「本スキーム」と
いいます。）が現在の当社の資金ニーズを満たす最も適切な資金調達手法であることから、本スキ
ームによるデメリットも考慮した上で、総合的に判断し本スキームを採用することを決定したと
のことである。 
 
＜資金調達方法（本スキーム）の概要＞ 
今回の資金調達は割当予定先に対し新株式及び第６回新株予約権を割当て、本新株式の発行及

び第６回新株予約権の行使が行われることによって、当社の資本が増加する仕組みとなっている。 
 
＜他の資金調達方法との比較＞ 
① 新株式発行による増資 
Ａ．公募増資 
 公募増資による新株発行は、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額や株式の流動
性によって調達金額に限界があり、当社の時価総額や株式の流動性を勘案すると必要額の調
達が困難であると考えられる。また、公募増資の場合には検討や準備等にかかる時間も長く、
公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場全体の動向に大きく左右され、
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一度実施のタイミングを逃すと決算発表や半期報告書及び有価証券報告書の提出期限との関
係で最低でも数か月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性という
観点からは今回のスキームの方がメリットは大きいと考えている。加えて、現時点での当社
の業績動向や財務状況等に照らした場合には、当社普通株式の引受けを行う証券会社を見つ
けることは困難と考えられる。これらの点を考慮の上、当社経営者は、公募増資は今回の資
金調達方法として適当ではないと判断した。 

Ｂ．株主割当増資 
 株主割当増資では、資力等の問題から割当先である株主の応募率が不透明であり、また実
務上も近時において実施された事例が乏しく、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が
可能なのかの目処を立てることが非常に困難である。これらの点を考慮の上、当社は、株主
割当増資は今回の資金調達方法として適当でないと判断した。 

② ＣＢ（転換社債型新株予約権付社債） 
 ＣＢは発行時点で必要額全額を確実に調達できるというメリットがあるが、発行後に転換が
進まない場合には、当社の負債額を全体として増加させることとなり当社の借入余力に悪影響
を及ぼすとともに、償還時点で多額の資金が将来的に必要となるところ現時点でかかる資金を
確保できるかが不透明であるため、当社は、今回の資金調達方法として適当でないと判断した。
また、ＭＳＣＢ（転換価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債）は相対的に転換の速度が
速い傾向にあるものの、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造
上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的
な影響が大きく株主の皆様へのデメリットが大きいと考えられる。かかるデメリットを考慮し
た結果、当社経営者は、必要額を確実に調達することよりも、希薄化を抑えた上で不足額が生
じた場合には当該不足額を別の方法で調達することが株主の皆様の利益になると考え、ＭＳＣ
Ｂも今回の資金調達方法として適当でないと判断した。 
③ 新株予約権無償割当による増資（ライツ・イシュー） 
 株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには
当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社
が金融商品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノ
ンコミットメント型ライツ・イシューがあるが、コミットメント型ライツ・イシューについて
は国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一
方で、引受手数料等のコストが増大することが予想される点や時価総額や株式の流動性による
調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があることから、当社経営者は、
今回の資金調達方法として適当でないと判断した。また、ノンコミットメント型ライツ・イシ
ューについては、当社は最近２年間において経常赤字を計上し、取引所の定める有価証券上場
規程に規定される上場基準を満たさないため、実施することができない。 
④ 借入・社債・劣後債による資金調達 
 借入、社債又は劣後債のみによる資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性
がさらに低下することから、当社経営者は、今回の資金調達方法として適当ではないと判断し
た。 
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⑤ 行使価額修正条項付新株予約権 
 行使価額修正条項付新株予約権は株価動向によっては、当該新株予約権の行使が十分にされ
ず当社が必要とする資金を十分に調達できない可能性があり、当社としては、今回の資金調達
方法として適当ではないと判断した。 
 
なお、当委員会が確認した本新株予約権の特徴は、次のとおりである。 
本新株予約権の内容は、新株予約権の行使価額と対象株式数を固定することにより、MSCB や

MS ワラントと比較して既存株主の皆様の株主価値の希薄化の抑制と、機動的な資金調達促進が
図られるように定められ、以下の特徴がある。 
 
① 行使価額及び対象株式数の固定 
本新株予約権は、昨今その商品設計等について市場の公平性や既存株主への配慮等の点で懸

念が示される価格修正条項付きのいわゆる MSCB や MS ワラントとは異なり、行使価額及び
対象株式数の双方が固定されている。発行当初から行使価額については、第６回新株予約権は
339 円で固定され、将来的な市場株価の変動によって行使価額が変動することはない。 
また、本新株予約権の対象株式数も発行当初から発行要項に示される株式数で固定され、将

来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはない。 
なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、行使価額及び対象株式数の双方が本新株

予約権の発行要項に従って調整されることとなる。 
 

② 買取請求権（取得条項） 
本新株予約権には、割当日以降いつでも、２週間前までに本新株予約権者に対する通知又は

公告を行うことにより、当社は本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で取得すること
ができる旨の取得条項が付されている。かかる取得条項により当社は、事業戦略の進捗次第で
将来的に資金調達ニーズが後退した場合、又はより有利な他の資金調達手法が確保された場合
には、当社の判断により取得条項に従い本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一
部を発行価額相当額で取得することができ、本新株予約権の発行後も資本政策の柔軟性を確保
することができることになる。 
なお、当社の資本政策の柔軟性を確保すること並びに割当予定先の行使促進を促すという観

点からも、本新株予約権に買取請求権（取得条項）を設定しておくことは、当社にとっては必要
であると考えている。 
 

③ 譲渡制限 
本新株予約権は、会社法第 236 条第１項第６号に定める新株予約権の譲渡制限はないが、本

引受契約における制限として、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社
取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されている。ただし、割当予定先が、
本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げるものではない。 
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  イ 当委員会の判断 
当委員会としても、新株式の発行による増資に関して、当社の現状において金融機関からの借

入は困難であり、また公募増資、株主割当増資、ＣＢ（転換社債型新株予約権付社債）、新株予約
権無償割当による増資（ライツ・イシュー）、借入・社債・劣後債による資金調達、行使価額修正
条項付新株予約権等の資金調達手法が、当社の現状に照らし適当でないと当社が判断したことに
ついては、相当であると認められる。そして、新株予約権の発行については、行使価額固定型の場
合には行使が進まず必要に応じた機動的な資金調達が図れないデメリットがあるが、本スキーム
では新株式発行の方法を併用することから即時に一定の手元資金の調達をおこなうことが可能で
あり、且つ新株予約権の発行の方法を併用することで既存株主の株式価値の即時の希薄化を回避
することが可能であり、また行使価額と対象株式が固定化されており当社株式の希薄化が限定さ
れていることから、本新株予約権には買取請求権（取得条項）が付されていることをも踏まえれ
ば、新株予約権の発行を選択することが相当であると判断する。 
以上のとおり、本新株式の発行、本新株予約権の発行のいずれの手段についても相応の合理性

があり、本スキームでは、これらを組み合わせることで、即時に一定の資金を調達しつつ、新株予
約権の発行の方法を併用することで既存株主の株式価値の即時の希薄化を一定の範囲にとどめる
とともに、将来の当社株式の希薄化を限定することが可能であり、かかる本スキームを当社の資
金ニーズを満たす最も適切な資金調達手法であると判断した当社経営者の判断については、合理
的なものであると認められる。 
 

（２）割当予定先の選定とその選定理由について 
 当社経営者は、割当予定先として、HK Beida Jade Bird Investments Limited、みらい再生支援機
構合同会社 、CGV株式会社の三者を選定している。 
HK Beida Jade Bird Investments Limited（以下、「HKBJ 社」という。）は、投資業を行っている

香港法人であり、当社普通株式を 2,040,600 株（22.54％）保有している当社の筆頭株主であるそ
の他の関係会社である。2026 年１月頃に当社の資金需要から本第三者割当の検討を始めるにあた
り、当社の筆頭株主であることから、当社代表取締役社長である菅原正純よりHKBJ 社の Director
である Ni Jin Lei 氏に対し、当社の経営戦略及び第三者割当の引受についてご相談したところ、当
社の経営戦略への賛同いただき本新株式及び本新株予約権による本第三者割当の引受に応じてい
ただいたものである。 
みらい再生支援機構合同会社（以下、「みらい再生支援機構社」という。）は、投資業を行ってい

る法人である。2026 年１月頃に当社の資金需要から本第三者割当の検討を始めるにあたり、当社
代表取締役社長である菅原正純と旧知の関係であったみらい再生支援機構社の代表社員である倉
知宏明氏をご紹介いただき、2026 年２月頃に面談にて、当社代表取締役社長である菅原正純より
当社の経営計画及び第三者割当の引受についてご相談したところ、当社の経営戦略への賛同いた
だき本新株式及び本新株予約権による本第三者割当の引受に応じていただいたものである。みら
い再生支援機構社の保有方針は純投資を目的としていることから、当社の経営に参加し、また当
社を子会社化又は系列化する意向がないことが明らかであることから同社を割当予定先として適
切と判断し選定した。 
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CGV 株式会社（以下、「CGV社」という。）は、投資業を行っている法人である。2026 年１月
頃に当社の資金需要から本第三者割当の検討を始めるにあたり、当社代表取締役社長である菅原
正純と旧知の関係であった CGV 社の代表取締役である伊藤裕一郎氏をご紹介いただき、2026 年
２月頃に面談にて、当社代表取締役社長である菅原正純は、当社の経営計画及び第三者割当の引
受についてご相談したところ、当社の経営戦略への賛同いただき本新株予約権による本第三者割
当の引受に応じていただいたものである。CGV社の保有方針は純投資を目的としていることから、
当社の経営に参加し、また当社を子会社化又は系列化する意向がないことが明らかであることか
ら同社を割当予定先として適切と判断し選定した。 
 

 いずれの割当先についても、払込に要する資金を確保していることが当社経営者により確認さ
れており、基本的に純投資を目的とし、本件第三者割当により交付を受ける当社普通株式につい
ては、市場動向を勘案しながら売却する方針である旨が口頭で確認されており、当社は、本新株式
の割当予定先であるHKBJ 社及びみらい再生支援機構、CGV社から、本新株式の払込期日から２
年以内に本新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告
すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦
覧に供されることに同意することにつき、継続所有に関する確約書を払込期日までに取得する予
定である。また、新株予約権の発行により取得する当社普通株式については、当社の株式価値向上
を目指した純投資であり、保有期間は短期の予定であるが、市場に過度な影響がないよう市場動
向を勘案しながら適時適切に売却する方針であることが確認されている。 
 暴力団等の反社会的勢力であるか否かについて、HKBJ 社については、当社筆頭株主であること
から公開情報のリサーチ及び当社によるヒアリングの方法により反社会的勢力とは一切関係して
いないことを確認しており、みらい再生支援機構社と CGV社については、当社が独自に専門の第
三者調査機関であるリスクプロ株式会社に調査を依頼し、同社より当該割当予定先の関係者が反
社会的勢力とは何ら関係がない旨の調査報告書を受領している。 
 
 以上の当社の割当予定先選定に関する説明に特に不自然な点は見当たらず、当委員会としても
選定には合理性が認められるものと考える。 

 
（３）発行条件の合理性について 

 本新株式は、本株式の発行に係る取締役会決議日直前営業日（2026 年４月 28 日）の終値であ
る 339 円と同額である 339 円で発行することを予定している。当該発行価額は、本第三者割当に
関する取締役会決議日の当該直近営業日までの１カ月間の終値平均である 339.95 円から 0.28％
のディスカウント、当該直近営業日までの３カ月間の終値平均である 333.48 円から 1.66％のプ
レミアム、当該直近営業日までの６か月間の終値平均である 394.66 円から 14.10％のディスカウ
ントとなっている。 
これについては、当委員会としても、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基

準にしており、直近の株価が現時点における当社の客観的企業価値を適正に反映していると判断
した上で取締役会決議の前営業日における終値を基準としたものであり、且つ、日本証券業協会
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「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(2010 年４月１日付 以下、「日証協指針」といいます。)
により、第三者割当により株式の発行を行う場合には、その払込金額は原則として株式の発行に
係る取締役会決議の直前日の価額（直前日における売買がない場合は、当該直前日から遡った直
近日の価額）を基準として決定することとされていることを踏まえて決定されたものであり、適
正かつ妥当な価額として、合理性が認められる。 
 
新株予約権の発行価額の公正価値の算定には、第三者機関であり新株予約権の公正価値評価に

実績のあるエースターコンサルティング株式会社（所在地：東京都港区西麻布三丁目 19 番 13 号  
代表者：代表取締役 三平慎吾）（以下、「エースター」という。）に依頼し、本新株予約権の評価
報告書を取得したとのことである。 

    
当該機関は、割当予定先の権利行使行動及び株式売却動向並びに当社の本新株予約権取得動向

について合理的に想定される仮定を置くとともに、当社の株価（339 円）（2026 年４月 28 日の終
値）、行使価額（339 円）、当社株式の市場流動性、配当率（０％）、リスクフリーレート（1.560％）、
市場リスクプレミアム（9.3％）、対指数β（0.791）、ボラティリティ（41.28％）、クレジット・コ
スト（21.83％）及び１日当たりの売却可能株式数（直近３年間にわたる発行会社普通株式の１日
当たり平均売買出来高（30,100 株）の 10％）等の諸条件等について一定の前提を置いて、権利行
使期間（2026 年５月 21 日から 2029 年５月 18 日まで）その他の発行条件の下、一般的な株式オ
プション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値の算定を実施
した結果、本新株予約権１個の払込金額を 401 円と算定したとのことである。割当予定先の権利
行使行動に関しては、株価が行使価額を超過し行使が可能な場合には割当予定先は、１日当たり
の売却可能株式数（直近３年間にわたる発行会社普通株式の１日当たり平均売買出来高の 10％）
を目途に直ちに権利行使を実施することを想定したとのことである。 
 
また、当社としては、本新株予約権の行使価額について、本新株式の発行価額と同額である１株

当たり 339 円としており、当該行使価額は、本第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業日の
終値と同額であり、直近の市場株価を基準とした合理的な水準であると判断したとのことである。
また、本新株式の発行価額と同額とすることで、両者の価格の整合性を確保し、投資家間の公平性
にも配慮しており、当該行使価額については、割当予定先との協議を踏まえて決定したものとの
ことである。 
 
当委員会としても、エースターが当社及び割当予定先と継続的な取引関係がなく、一定程度独

立した立場にあり、かつ、多くの上場企業の株式及び新株予約権等の算定について豊富な実績及
び専門的知見を有していることを踏まえると、第三者算定機関にエースターを選定したことにつ
いて合理性が認められる。 
更に、当委員会として、算定に用いられた手法、前提条件及び合理的に想定された仮定等につい

て、特段の不合理な点はなく、公正価値の算定結果は妥当であると判断した。 
また、本新株予約権の行使価額について、本新株式の発行価額と同額である１株当たり 339 円
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とした点についても、直近の市場株価を基準とした合理的な水準といえ、特段不合理な点はない
ものと判断した。 

 
以上より、本第三者割当増資による発行条件については合理性が認められるものと考えられる。 

 
（４）既存株主への影響について 

本新株式の発行により増加する株式数及び本新株予約権に係る潜在株式数は、それぞれ
1,357,500 株（議決権数 13,575 個）及び 7,692,500 株（議決権数 76,925 個）の合計 9,050,000 株
（議決権数 90,500 個）となり、2025 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 9,051,000 株（議決権
数 90,488 個）に対して、本新株式の発行により 15.00％（議決権比率 15.00％）、本新株予約権の
発行により 84.99％（議決権比率 85.01％）の合計 99.99％（議決権比率 100.01％）の希薄化が生
じる。 
また、本新株式の発行及び本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数 9,050,000 株

を行使期間である３年間（245 日／年営業日で計算）で売却するとした場合の１日当たりの数量
12,313 株となり、当社株式の過去６ヵ月間における１日当たりの平均出来高 34,361 株の 35.83％
であり、これらの売却が市場内にて短期間で行われた場合には、当社の株価に影響を与えるおそ
れがあるが、当社は割当予定先に対して当社株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮
しながら行うことを書面にて確認していることから、本資金調達が及ぼす株価への影響は限定的
となるよう引受先からも配慮されているものと考えているとのことである。また、交付した株式
が適時適切に市場で売却されることにより、当社株式の流動性向上に資することが期待されてい
る。  
これらを踏まえ、当社経営者は、本第三者割当によって、当社グループの事業拡大を推進してい

くことが、早期に収益を拡大するための最良の選択であるとともに、中長期的に安定した経営基
盤を構築することにつながり、ひいては当社グループの企業価値向上及び既存株主の株式価値向
上につながるものと考え、流通株式数の増加が見込まれるものと判断している。従って、本新株予
約権による発行数量及び希薄化の規模は合理的であると判断したとのことである。 
 
以上の当社経営者の説明について、当委員会としても特に不自然な点は認められない。 
当委員会としても、合理的な資金需要のもと、必要と認められた範囲内の数量の新株及び新株

予約権の発行であり、かかる範囲内の希薄化に留まっているものと認める。 
 

５ 結論 
 以上の通り、本第三者割当増資の必要性、資金調達手段の選択の相当性、割当予定先の選定とその
選定理由の相当性、発行条件の合理性が認められ、既存株主への影響を踏まえても本第三者割当増
資を実施するとの経営判断は相当性を有すると認められることから、本第三者割当には、必要性及
び相当性が認められるとの結論に至った。 
 

以上 
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10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 
（１）最近３年間の業績（連結）                     （単位：百万円） 
 2023 年３月期 2024 年３月期 2025 年３月期 
売    上    高 1,798 1,238 2,043 
営  業  利  益 89 △144 △46 
経  常  利  益 268 △192 △53 
親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 

348 △198 70 

１株当たり当期純利益（円） 38.47 円 △21.91 円 7.82 円 
１株当たり配 当 金（円） ― ― ― 
１株当たり純 資 産（円） 867.29 円 840.79 円 849.37 円 

 
（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 
 

株式数 
発行済株式数に 
対する比率 

発行済株式数 9,051,000 株 100.0％ 

現時点での転換価額（行使価額）における潜在株式
数 

― ― 

下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数 ― ― 
 
（３）最近の株価の状況 
① 最近３年間の状況 
 2023 年３月期 2024 年３月期 2025 年３月期 

始値 937 円 1,195 円 658 円 
高値 1,441 円 1,527 円 899 円 
安値 708 円 605 円 566 円 
終値 1,191 円 648 円 660 円 

   
② 最近６か月間の状況 
 2025 年 

11 月 
 

12 月 
2026 年 
1 月 

 
２月 

 
３月 

 
４月 

始値 575 円 479 円 398 円 371 円 306 円 318 円 
高値 589 円 479 円 443 円 379 円 379 円 378 円 
安値 448 円 344 円 365 円 291 円 284 円 316 円 
終値 479 円 392 円 371 円 304 円 314 円 339 円 
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注：2026 年４月の欄は４月 28 日までの値を記載しています。 
 
 ③ 発行決議日前営業日における株価 
  2026 年４月 28 日 

始値 364 円 
高値 365 円 
安値 324 円 
終値 339 円 

 
（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

   該当事項はありません。 

 
 

以上 
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（別紙１） 
グローム・ホールディングス株式会社  

募集株式の発行要項 
 
１．募集株式の種類      当社普通株式 1,357,500 株 
２．払込金額         １株につき 339 円 
３．払込金額の総額      460,192,500 円 
４．増加する資本金及び    資本金   金 230,096,250 円 

資本準備金の額      資本準備金 金 230,096,250 円 
５．申込日          2026 年５月 21 日 
６．払込期日         2026 年５月 21 日 
７．募集又は割当方法     第三者割当による  
８．割当先及び割当株式    HK Beida Jade Bird Investments Limited    732,500 株 

みらい再生支援機構合同会社        312,500 株 
CGV 株式会社              312,500 株 

９．払込取扱場所       株式会社三井住友銀行 赤坂支店                              
10．その他          上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を

条件とする。 
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（別紙２） 
 
 

グローム・ホールディングス株式会社  

第６回新株予約権発行要項 

 

１．新株予約権の名称  グローム・ホールディングス株式会社第６回新株予約権（以下、

「本新株予約権」という｡） 

２．本新株予約権の払込金額の総額 金 30,846,925 円  

３．申込期日           2026 年５月 21 日 

４．割当日及び払込期日      2026 年５月 21 日 

５．募集の方法及び割当先      

第三者割当の方法により、次の者に割り当てる。 

HK Beida Jade Bird Investments Limited    46,650 個 

みらい再生支援機構合同会社          3,125 個 

CGV 株式会社                         27,150 個 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は 7,692,500 株とする（本新

株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）は 100 株とする。）。

但し、本項第(2)号及び第(3)号により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的で

ある株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(2) 当社が第 10 項の規定に従って行使価額（第９項第(2)号に定義する。）の調整を行う場合には、割

当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使

の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切

り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 10 項

に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 
調整後割当株式数
＝ 

調整前割当株式数×調整前行使価額 
調整後行使価額 

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 10 項第(2)号及び第(5)号による行使価額

の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びそ

の適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行
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うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数  76,925 個 

８．各本新株予約権の払込金額 本新株予約権１個につき金 401 円 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を

乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下、「行使価額」

という。）は、金 339 円とする。 

10．行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に

変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整

式」という。）をもって行使価額を調整する。 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

 

既発行普通

株式数 

 

＋ 

割当 

株式数 
× 

１株当たり 

払込金額 

１株当たりの時価 

既発行普通株式数  ＋  割当株式数 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。 

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の

有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、当社の役員及び

従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行

又は処分する場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求

権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によっ

て当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付す

る場合を除く。） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当

ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

②株式分割により当社普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得

請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合
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(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプ

ションを発行する場合を除く。) 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の

条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株

予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、

株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適

用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。 

⑤本項(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降

の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(2)①乃至③に

かかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合にお

いて、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株

予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、１株

未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にと

どまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発

生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価

額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項第(2)号

⑤の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の

計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用す

る日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有す

る当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用

する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社

    株式数 
  

＝

( 
調整前 

行使価額 
－
調整後 

行使価額 
) ×

調整前行使価額により当該 

期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 
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の普通株式数を含まないものとする。 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株

予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。 

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権

者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日

その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができ

ない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

11．本新株予約権の行使期間 

2026 年５月 21 日から 2029 年５月 18 日までとする。 

12．その他の本新株予約権の行使の条件 

(1)各本新株予約権の一部行使はできない。 

13．本新株予約権の取得事由及び取得の条件 

本新株予約権の割当日以降、いつでも当社は、当社取締役会が別途定める日（以下、本項におい

て「取得日」という。）の２週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、

当該取得日において本新株予約権１個につき発行価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約

権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽

選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。 

14. 合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる

吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子

会社となる株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力

発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会

社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下

「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに

新株予約権を交付するものとする。 

(1) 新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に

調整する。調整後の 1個未満の端数は切り捨てる。 
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(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1 株未満の端数は切り上げる。 

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1 円未満の端数は切り上げる。 

(5) 新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組

織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件 

発行要項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

15. 新株予約権の譲渡制限 

会社法第 236 条第１項第６号に基づく譲渡制限について該当事項はない。但し、本引受契約におい

て、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する予定。 

16. 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。 

17. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約

権の行使に際して出資される財産の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加

えた額を、「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数で除した額とする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果

１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増

加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

18. 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、所定の行使請求書に、自己の氏名又は名

称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に

関する法律（「振替法」という。）第 131 条第 3 項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要

事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第 11 項に定める行使期間中に第 20 項記載の行使請求受付

場所に提出しかつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額（以下

「出資金総額」という。）を現金にて第 21 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座（以下「指

定口座」という。）に振り込むものとする。なお、本項に従い行使請求を行った者は、その後これを
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撤回することはできない。 

(2) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が不備なく第 20 項の行使請求受付場所

に提出され、かつ当該本新株予約権の行使にかかる出資金総額が指定口座に入金された場合におい

て、当該行使請求書にかかる新株予約権行使請求取次日に発生する。 

19. 株式の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75

号）及びその他の関係法令に基づき、本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における

振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

20. 行使請求受付場所 

  グローム・ホールディングス株式会社 経営企画部 

21. 払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 赤坂支店 

22. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株

予約権 1 個当たりの払込金額を 401 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込をなすべ

き額は第９項記載のとおりとし、行使価額は、339 円とした。 

23．その他 
上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としている。 
 

 
以上 


